
（６） ２００３．１１．１１

市
民
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

初

心

者

講

習

会

（ 
土
）
午
前　

時
〜
午
後
４
時
／
会
場

１０

＝
ぽ
っ
ぽ
町
田
／
相
談
税
目
＝
所
得

税
、
法
人
税
、
相
続
税
、
贈
与
税
、
消

費
税
、
地
方
税
／
□問
 

同
支
部
11
７
３
９

・
３
９
６
１

●
町
田
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
連
絡
協
議
会
・

バ
ザ
ー

　

日
時
＝　

月　

日
（
金
）
午
前　

時

１１

１４

１０

〜
午
後
３
時
（
雨
天
実
施
）
／
会
場
＝

ぽ
っ
ぽ
町
田
／
□問
 

町
田
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

・
セ
ン
タ
ー
11
７
２
５
・
４
４
６
５

●
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
町
田
の
お
知
ら
せ

　

問
い
合
わ
せ
は
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
町
田

（
11
７
３
２
・
８
６
０
９
）
へ
。

【
町
田
・
八
王
子
障
が
い
者
就
職
面
接

会
】

　

障
が
い
者
の
方
を
対
象
と
し
た
就
職

面
接
会
を
開
催
し
ま
す
。　

社
の
企
業

３４

が
参
加
し
ま
す
／
日
時
＝　

月　

日

１１

１３

（
木
）
午
後
１
時
〜
４
時
（
受
付
は
３

時　

分
ま
で
）
／
会
場
＝
総
合
体
育
館

３０
サ
ブ
ア
リ
ー
ナ

【　

月
は
建
設
雇
用
改
善
推
進
月
間
で

１１
す－

雇
用
を
改
善　

未
来
を
建
設－

】

　

建
設
業
が
魅
力
あ
る
産
業
と
し
て
発

展
し
て
い
く
た
め
に
は
、
労
働
条
件
や

労
働
福
祉
面
に
お
い
て
改
善
し
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
多
く
の
課
題
が
あ

り
ま
す
。
そ
こ
で
、
建
設
労
働
者
の
雇

用
改
善
を
い
っ
そ
う
推
進
す
る
た
め
、

　

月
を
「
建
設
雇
用
改
善
推
進
月
間
」

１１と
定
め
て
い
ま
す
。

【
雇
用
再
生
集
中
支
援
事
業
】

　

不
良
債
権
処
理
の
影
響
に
よ
り
離
職

者
の
発
生
、
出
向
等
の
雇
用
調
整
を
行

う
事
業
主
は
「
雇
用
調
整
方
針
」
を
作

成
し
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
届
け
出
て
下

さ
い
。
こ
れ
を
も
と
に
離
職
者
の
方
に

対
す
る
早
期
再
就
職
の
た
め
の
さ
ま
ざ

ま
な
支
援
等
を
行
い
ま
す
。
対
象
と
な

る
の
は
主
要
行
（
都
市
銀
行
な
ど
）
に

よ
る
不
良
債
権
処
理
の
影
響
を
受
け
た

事
業
主
の
ほ
か
、
２
０
０
３
年
８
月
か

ら
は
地
方
銀
行
、
第
二
地
方
銀
行
、
信

用
金
庫
、
信
用
協
同
組
合
に
よ
る
不
良

債
権
処
理
の
影
響
を
受
け
た
事
業
主
が

新
た
に
加
わ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
こ
れ

と
併
せ
て
、
２
０
０
３
年
４
月
に
設
立

さ
れ
た
（
株
）
産
業
再
生
機
構
に
よ
る

債
権
の
買
収
決
定
を
受
け
た
事
業
主
も

新
た
に
対
象
に
加
わ
り
ま
し
た
。

●
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　

夫
や
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
の
暴
力
、
職

場
や
学
校
等
で
の
セ
ク
ハ
ラ
、
ス
ト
ー

カ
ー
等
に
よ
る
つ
き
ま
と
い
、
そ
の
他

女
性
の
人
権
に
関
わ
る
こ
と
で
お
悩
み

の
方
、
気
軽
に
ご
相
談
下
さ
い
／
日
時

＝　

月　

日
（
土
）
午
前　

時
〜
午
後

１１

２２

１０

４
時
／
電
話
で
東
京
法
務
局
人
権
擁
護

部
（
11　

・
５
２
１
３
・
１
３
６
９
）

０３

へ
／
主
催
＝
全
国
人
権
擁
護
委
員
連
合

会
、
東
京
都
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
、

東
京
法
務
局

●
町
田
暮
ら
し
の
相
談
セ
ン
タ
ー
・
無

料
貯
蓄
個
別
相
談

　

期
日
＝　

月　

日
〜　

日
、　

日
〜

１１

１１

１３

１８

　

日
、　

日
〜　

日
／
時
間
＝
１
人　

２０

２５

２８

５０

分
／
会
場
＝
ぱ
る
る
プ
ラ
ザ
町
田
／
内

容
＝
生
保
・
損
保
の
見
直
し
、
上
手
な

掛
け
方
選
び
方
、
資
金
形
成
・
生
活
設

計
の
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
ほ
か
／
相
談
員
＝

フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
プ
ラ
ン
ナ
ー
／
定

員
＝
１
日
４
人
／
申
し
込
み
＝
電
話
で

同
セ
ン
タ
ー
（
11
７
２
１
・
６
３
２

８
）
へ
。

●
町
田
市
福
祉
サ
ー
ビ
ス
協
会
・
食
事

サ
ー
ビ
ス
試
食

　

夕
食
サ
ー
ビ
ス
を
試
し
て
み
ま
せ
ん

か
。
笑
顔
と
一
緒
に
あ
な
た
の
食
卓
へ

お
届
け
し
ま
す
／
対
象
＝
市
内
在
住
の

　

歳
以
上
の
方
／
配
達
期
日
＝　

月　

６０

１１

２５

日
（
火
）
〜　

日
（
土
）
で
希
望
の
１

２９

日
／
定
員
＝
１
日
５
世
帯
／
費
用
＝
８

５
０
円
／
申
し
込
み
＝　

月　

日
〜　

１１

１１

２１

日
の
午
前
８
時　

分
〜
午
後
５
時
に
電

３０

話
で
町
田
市
福
祉
サ
ー
ビ
ス
協
会
（
11

７
２
８
・
９
０
６
７
）
へ
。

●
町
田
荘
・
サ
ル
ビ
ア
荘
施
設
公
開

　

日
時
＝　

月　

日
（
祝
）
午
前　

時

１１

２３

１０

　

分
〜
午
後
３
時
／
内
容
＝
体
験
コ
ー

３０ナ
ー
（
車
い
す
・
福
祉
車
両
試
乗
・
高

齢
疑
似
体
験
・
授
産
作
業
）
、
相
談
コ

ー
ナ
ー
（
介
護
等
）
、
展
示
（
利
用
者

作
品
・
作
業
機
械
等
）
、
バ
ザ
ー
、
喫

茶
、
施
設
案
内
／
□問
 

町
田
荘
・
サ
ル
ビ

ア
荘
11
７
９
１
・
０
９
０
５

●
ひ
と
り
親
家
庭
の
親
子
ク
リ
ス
マ
ス

会
　

対
象
＝
市
内
在
住
の
母
子
・
父
子
世

帯
で
、
子
ど
も
が
中
学
３
年
生
以
下
の

親
子
／
日
時
＝　

月　

日
（
土
）
午
前

１２

２０

　

時
〜
午
後
３
時　

分
／
会
場
＝
町
田

１０

３０

市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム
／
内
容
＝
ク
リ
ス
マ

ス
の
飾
り
作
り
、
ゲ
ー
ム
、
プ
レ
ゼ
ン

ト
等
／
定
員
＝　

人
（
申
し
込
み
順
）

４０

／
費
用
＝
１
人
３
０
０
円
／
申
し
込
み

＝
電
話
で
町
田
市
社
会
福
祉
協
議
会

（
11
７
２
２
・
４
８
９
８
）
へ
。

●
東
京
税
理
士
会
町
田
支
部
・
税
の
無

料
相
談
所
を
開
設
し
ま
す

　
　

月　

日
〜　

日
の
「
税
を
知
る
週

１１

１１

１７

間
」
に
関
連
し
、
税
の
無
料
相
談
所
を

開
設
し
ま
す
／
日
時
＝　

月　

日

１１

１５

○
内
容　

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
の
基
本
（
美

し
い
歩
き
方
、
楽
し
い
歩
き
方
、
正
し

い
歩
き
方
等
）

○
費
用　

１
人
１
０
０
円
（
当
日
徴

収
）

□問
 

体
育
協
会
事
務
局

　

直
接
会
場
へ
お

い
で
下
さ
い
。

○
資
格　

小
学
生

以
上
の
町
田
市
民

○
日
時　
　

月　
１１

２２

日
（
土
）
午
前
９

時
〜　

時
１１

○
会
場　

総
合
体

育
館

町田市職員の給与・定数管理の�
　　状況についてお知らせします�

お問い合わせは、職員課（1７２２・３１１１内線２２４１）へ。�

※市長、助役、収入役については条例の定めにより退職手当及び扶養手当が支給されます。
※市長等の給料等の額は、１５年１月から２％の削減措置がとられています。（　）内は、減額前の
月額です。

〈表１０〉特別職の報酬等の状況
期　末　手　当報酬等の月額（平成１５年４月１日現在）区　　　　分

２．０５月分
２．１５月分
０．１８月分
４．３８月分

（平成１４年度支給率）
平成１４年６月期
平成１４年１２月期
平成１５年３月期

計　　　

（給料）
１，０３８，８００円（１，０６０，０００円）
８８２，０００円　（９００，０００円）
７９３，８００円　（８１０，０００円）

市　　　　　長
助　　　　　役
収　　入　　役

２．２月分
２．５月分
０．５月分
５．２月分

（平成１４年度支給率）
平成１４年６月期
平成１４年１２月期
平成１５年３月期

計　　　

（報酬）
６４０，０００円
５８０，０００円
５５０，０００円

議　　　　　長
副　　議　　長
議　　　　　員

（注）①職員数は、一般職に属する職員数（教育長１人と長期の臨時職員６人を除く）であり、他
の団体等への派遣職員は含まれません（一部事務組合等）。

　　　②（　）内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きです。
　　　③表１１、１２の職員数は、町田市定員管理計画をもとにしているため、「地方公務員給与実態

調査」による〈図１〉の職員数とは異なります。

定員管理計画の目標及び進捗状況等

〈図２〉給与の種類とその内容

給
　
　
与�

給料表に定める額�給　　　　　料�
配偶者１６，８００円、その他の親族９，５００円�扶　養　手　当�
大都市など生計費や民間給与が高い地域の事情を配慮した制度に�
基づくもので給料、扶養手当、管理職手当の合計額の１０％�調　整　手　当�

１９，７００円を限度に支給�住　居　手　当�
交通機関利用者（電車、バス等）→運賃相当額�

通　勤　手　当�

管理職手当など�そ　　の　　他�
危険、不快、不健康など特殊な業務に従事した場合に支給�特殊勤務手当�
時間外勤務手当など�そ　　の　　他�
ボーナスに相当する手当�期末・勤勉手当�
退職のとき支給される一時金�退　職　手　当�

毎月きまって�
支給されるもの�

勤務した実績に応じて�
支給されるもの�

臨時に支給されるもの�

交通用具利用者（車、自転車等）→通勤距離に応じて支給�
（平成１５年７月１日改正）�

〈表１１〉部門別職員数の状況と主な増減理由　　　　　　　　（各年４月１日現在）

主　な　増　減　理　由対前年
増減数

職　員　数区　分
部　門 平成１５年平成１４年

新たな行政運営課題への対応等９８２７３企　 画　 部

市 長 部 局

備品管理システム稼働効果等△　３
（１）

１１２
（３）

１１５
（２）総　 務　 部

０
（△２）

１３５
（１）

１３５
（３）税　 務　 部

戸籍システム稼働効果等△　１４
（２）

１８４
（４）

１９８
（２）市　 民　 部

原町田６丁目再開発事業終了等△　２３５３７経 済 振 興 部

子ども生活部への事務移管等△１５１
（１）

２７４
（４）

４２５
（３）健 康 福 祉 部

子ども行政の充実に向けた部の創設２０２２０２０子 ど も 生 活 部

組織改正等△　９
（△１）

２８１
（６）

２９０
（７）環　 境　 部

道路管理業務の増加等２
（△２）

１５８
（１）

１５６
（３）建　 設　 部

０
（０）

１４１
（２）

１４１
（２）都 市 緑 政 部

組織改正等５１０６１０１下 水 道 部

給水業務の見直し等△　５
（１）

１００
（２）

１０５
（１）水　 道　 部

財務会計システム稼働効果等△　３１４１７会　 計　 課
３１
（０）

１８２４
（２３）

１７９３
（２３）小　　　計

０１５１５議 会 事 務 局

行政委員会
０８８選挙管理委員会事務局
０５５農業委員会事務局
０８８監 査 事 務 局
０３６３６小　　　計

学校の統廃合等△　１４
（１）

４０６
（１３）

４２０
（１２）学 校 教 育 部

教育委員会 子ども生活部への事務移管等△　４７
（０）

１７９
（１）

２２６
（１）生 涯 学 習 部

△　６１
（１）

５８５
（１４）

６４６
（１３）小　　　計

給食調理・看護補助業務委託化等△　１４
（△２）

４３０
（３）

４４４
（５）町 田 市 民 病 院公営企業等

会 計 部 門 △　１４
（△２）

４３０
（３）

４４４
（５）小　　　計

△　４４
（△１）

２８７５
（４０）

２９１９
（４１）合　　　　　計

①　定員適正化目標
　１．計画期間の５年間で常勤一般職員の総数を２５０人削減します。
　２．計画期間の５年間で、職員の総数（常勤一般職員数及び再任用短時間勤務職員の勤務時間に

よって常勤一般職員に換算した数の合計）を５％、１２４人削減します。
　３．市の職員の適正な定員基準を考えるにあたっては、総務省の定員モデルとの比較、類似団体

との比較、さらには、町田市の人口動態と職員数等からの設定などいろいろな方法がありま
す。中でも、人口は事業量の基本的な指標であるため、市では人口動向と職員数が連動する
計画として、職員一人あたりの人口に着目した計画目標を設定し、職員一人あたりの住民人
口を目標値１７８人とします。

②　主な定員管理適正化手法
　組織・機構の見直し、事務事業の見直し、外部委託の推進、ＩＴ（情報関連技術）の活用、サ
ンセット方式の導入。

（注）この表では、再任用短時間勤務職員を（再任用短時間勤務職員１人＝常勤一般職員０．８人相
当として）含み、町田市民病院は計画から除かれているため含みません。このため、表１１の
職員数とは異なります。

〈表１２〉定員管理計画の年次別推進の概要　　　　　　　　　（各年４月１日現在）
計平成２０年度平成１９年度平成１８年度平成１７年度平成１６年度平成１５年度区　分部　門
３５２９０６０３２６４１０６増　員

市 長 部 局
（町田市民病
院を除く）　

△　４３２△　 ８７△　 ９５△　 ８１△　 ５７△　１１２減　員
△　 ８０３△　 ３５△　 ４９７△　　６差　引

１７６３１７６０１７９５１８４４１８３７１８４３職員数
００００００増　員

議 会
事 務 局

００００００減　員
００００００差　引

１５１５１５１５１５１５職員数
４４００１３１３１８増　員

教育委員会
事務局及び
教 育 機 関

△　 ８８０△　 １１△　 ３０△　 １７△　 ３０減　員
△　 ４４０△　 １１△　 １７△　　４△　 １２差　引

５５２５５２５６３５８０５８４５９６職員数
００００００増　員

選 挙 管 理
委 員 会
事 務 局

００００００減　員
００００００差　引

８８８８８８職員数
００００００増　員

農業委員会
事 務 局

００００００減　員
００００００差　引

５５５５５５職員数
００００００増　員

監 査
事 務 局

００００００減　員
００００００差　引

８８８８８８職員数
３９６９０６０４５７７１２４増　員

合　 計
△　５２０△　 ８７△　１０６△　１１１△　 ７４△　１４２減　員
△　１２４３△　 ４６△　 ６６３△　 １８差　引

２３５１２３４８２３９４２４６０２４５７２４７５職員数


